
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年２月３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 のり養殖施設損傷 

発生日時 平成２２年１１月２７日（土） ２２時００分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡
かさおか

市黒土
くろつち

瀬戸西口 

 百 間 礁
ひゃっけんぞわい

灯標から真方位３１４°１.３海里付近 

 （概位 北緯３４°２６.２′ 東経１３３°２８.６′） 

事故調査の経過  平成２２年１１月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 光
こう

進
しん

丸、５トン未満 

 ２７３－６０３６広島、個人所有 

 １１.３５ｍ（Lr）×２.８０ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２６４.７８kＷ、平成４年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 平成１７年３月２２日 

  免許証交付日 平成２１年７月８日 

          （平成２７年３月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

のり養殖施設 のり網破損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、香川県多度津
た ど つ

町佐
さ

柳
なぎ

島東方沖で釣りを終え、広島県福山市福山港沖浦
おきうら

地区（以下「沖浦地区」

という。）へ帰航することにした。 

 船長は、携帯電話で、笠岡市六
む

島付近が西風約７m/sとのインターネット

情報を入手し、これから風が強まると思い、ふだんから西風が吹いている

ときには風下となる岡山県笠岡諸島（笠岡市の南方にあり、約３０の島々

から構成されている）の東側を航行していたので、このときも同諸島の東

側を航行することにした。 

 船長は、笠岡諸島の東側から福山港に向けて帰航する際、これまでは白石
しらいし

瀬戸を航行していたが、本事故の２週間前と前々日の昼間に黒土瀬戸を航

行したとき、のり養殖施設の設置状況を確認していたので、黒土瀬戸を夜

間に航行するのは初めてであったが、同瀬戸を航行することにした。 

 船長は、黒土瀬戸西口にある笠岡市御埼
みさき

の南東方沖に設置されているの

り養殖施設（以下「本件養殖施設」という。）を約２００ｍ隔てて通過した

のち、右転して沖浦地区へ向かうことにし、操舵室右舷側の操縦席に座り、
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レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、約３５km/hの対地速力（以下

「原速力」という。）で、手動操舵により黒土瀬戸を西進した。 

 船長は、レーダー及びＧＰＳプロッターを見ながら航行していたが、黒

土瀬戸の中央付近を通過してからは、レーダー及びＧＰＳプロッターを見

ずに、目視によって見張り及び船位の確認を行いながら西進中、右舷前方

に本件養殖施設の標識灯の灯光１個を視認し、本件養殖施設の南西端に設

置された標識灯の灯光（以下「南西端の灯光」という。）と思った。 

 本船は、衝突の約６～７秒前、船長が沖浦地区の船溜まりに通じる水路

（以下「沖浦地区への水路」という。）に針路を向けようと標識灯の灯光を

右舷に見て右転したところ、平成２２年１１月２７日２２時００分ごろ、

原速力で本件養殖施設に乗り入れ、プロペラがのり網に絡まって停止した。

 船長は、２２時１５分ごろ、携帯電話で海上保安庁へ１１８番通報を行

った。 

 本船は、巡視艇によりのり網から引き出され、知人の船により沖浦地区

の船溜まりにえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮流 ほとんどなし 

 その他の事項  本件養殖施設は、黒土瀬戸西口の御埼南東方沖約３００～４００ｍの位

置から南東方に長さ約２００ｍ、幅約４６ｍの長方形で、北西端と南西端

に高さ約２ｍの標識灯が設置されており、黄色の灯光が点滅していた。 

 船長は、灯光の灯色などを知らなかった。 

 本船が黒土瀬戸を西進する際、本件養殖施設の背景に、沖浦地区への水

路付近の陸岸にはオレンジ色の灯火（以下「陸岸の灯火」という。）があっ

た。 

 船長は、ふだん航行する航路上の障害物などについては、あらかじめＧ

ＰＳプロッターに記録し、ＧＰＳプロッターの画面を見ながら航行してい

たが、本件養殖施設については、本事故の２週間前と前々日の昼間に黒土

瀬戸を航行し、設置位置などを確認していたので、ＧＰＳプロッターに記

録していなかった。 

 レーダーは、操縦席の正面に１台、ＧＰＳプロッターは、操縦席の左側

に２台配置されていた。 

 船長及び釣り客４人は、全員救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、黒土瀬戸西口を沖浦地区に向けて西進

中、船長が、レーダー及びＧＰＳプロッターを活

用するなどして船位の確認を行わなかったことか

ら、本件養殖施設を通過していないことに気付か

ず、沖浦地区への水路に向けようとして、本件養

殖施設の北西端に設置された標識灯の灯光（以下

「北西端の灯光」という。）を右舷に見て右転し、

同施設に乗り入れたものと考えられる。 

 船長は、本件養殖施設の背景に陸岸の灯火が

あったことから、南西端の灯光が陸岸の灯火に紛
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  れて視認できなかった可能性があると考えられる。

原因  本事故は、夜間、本船が、黒土瀬戸西口を沖浦地区に向けて西進中、船

長が、レーダー及びＧＰＳプロッターを活用するなどして船位の確認を行

わなかったため、本件養殖施設を通過していないことに気付かず、沖浦地

区への水路に向けようとして北西端の灯光を右舷に見て右転し、同施設に

乗り入れたことにより発生したものと考えられる。 

 




